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福
祉
ゾ
ー
ン
構
想
の

今
後
は
？

旧
は
と
や
跡
の

　
　
　
　
　

再
利
用
は
？

十
勝
川
下
流
域
に
お
け
る

農
地
冠
水
対
策
は
？

大
谷
　
友
則
　
議
員 

Ｑ
　
福
祉
ゾ
ー
ン
の
今
後
の
施
設
整
備

計
画
は
？

Ａ
　
宮
口
町
長

　
高
齢
者
定
住
促
進
住
宅
の
更
な
る
整

備
を
計
画
し
て
い
る
。
ま
た
、
将
来
的

に
は
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
や
公
園
の

整
備
を
考
え
て
い
く
。

Ｑ
　
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
を
図
る
た

め
の
具
体
的
事
業
は
？

Ａ
　
宮
口
町
長

　
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
生
活
支
援
の

担
い
手
育
成
、
地
域
資
源
の
開
発
を
社

会
福
祉
協
議
会
に
委
託
し
て
実
施
す

る
。
ま
た
、
豊
頃
医
院
、
歯
科
診
療
所

Ｑ
　
農
業
、
漁
業
、
林
業
等
関
連
企
業

を
含
め
た
被
害
状
況
と
被
害
額
は
？

Ａ
　
宮
口
町
長

　
農
業
で
は
、
約
４
３
０
ヘ
ク
タ
ー
ル

の
農
地
が
冠
水
す
る
ほ
か
に
、
施
設
の

破
損
、
倒
壊
、
生
乳
の
廃
棄
、
農
業
機

械
の
冠
水
等
の
被
害
が
あ
る
。
漁
業
で

は
、
さ
け
定
置
網
の
設
置
を
目
前
に
、

相
当
量
の
流
木
が
発
生
し
た
。
林
業
で

は
、
風
倒
木
が
見
ら
れ
る
。
被
害
額
の

算
定
は
難
し
く
公
表
で
き
な
い
状
況
で

あ
る
。

Ｑ
　
台
風
被
害
に
対
す
る
対
応
は
？

Ａ
　
宮
口
町
長

　
農
業
で
は
、
農
道
や
明
渠
の
復
旧
を

進
め
て
い
る
。
漁
業
で
は
、
流
木
処
理

に
つ
い
て
海
岸
管
理
者
へ
の
要
請
を
行

い
な
が
ら
、
浦
幌
町
と
協
議
の
う
え
、

障
害
に
な
ら
な
い
よ
う
努
め
て
い
く
。

林
業
で
は
、
林
道
の
復
旧
を
行
っ
て
い

き
た
い
。
ま
た
、
農
家
の
資
金
対
策
で

は
、
農
協
と
協
議
し
な
が
ら
、
利
子
補

給
な
ど
の
支
援
対
策
を
考
え
て
い
く
。

台
風
被
害
の
状
況
は
？

と
連
携
し
て
、
認
知
症
患
者
へ
の
早
期

対
応
で
き
る
体
制
を
整
備
す
る
な
ど
、

福
祉
ゾ
ー
ン
の
効
果
を
最
大
限
活
か
す

努
力
を
し
て
い
く
。

Ｑ
　
社
会
福
祉
協
議
会
と
町
と
の
連
携

は
？

Ａ
　
宮
口
町
長

　
社
会
福
祉
協
議
会
と
は
、
連
携
を
密

に
し
て
ひ
だ
ま
り
交
流
館
の
運
営
な
ど

の
各
種
事
業
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
今

後
も
社
会
福
祉
協
議
会
と
協
議
し
な
が

ら
事
業
に
支
障
の
な
い
よ
う
進
め
た

い
。

Ｑ
　
取
得
か
ら
数
か
月
経
過
し
た
旧
は

と
や
跡
の
再
利
用
計
画
は
？

Ａ
　
宮
口
町
長

　
茂
岩
市
街
の
活
性
化
が
図
ら
れ
る
観

光
拠
点
施
設
ま
た
は
商
業
施
設
へ
の
改

修
を
考
え
て
い
る
。
国
の
地
方
創
生
拠

点
整
備
交
付
金
を
活
用
し
、
来
年
度
中

に
整
備
費
の
予
算
化
を
検
討
し
て
い

る
。

Ｑ
　
地
方
創
生
の
視
点
か
ら
の
方
策

は
？

Ａ
　
宮
口
町
長

　
地
方
創
生
の
拠
点
施
設
に
も
し
て
い

Ｑ
　
上
流
域
で
の
大
雨
に
よ
り
十
勝
川

が
増
水
す
る
と
、
町
内
の
雨
量
が
少
な

く
て
も
被
害
が
出
る
こ
と
に
対
し
て
、

ど
の
よ
う
な
対
策
を
考
え
て
い
る
か
？

Ａ
　
宮
口
町
長

　
排
水
機
場
等
の
排
水
機
能
の
強
化
を

関
係
機
関
に
要
望
し
て
い
き
た
い
。

Ｑ
　
十
勝
川
河
畔
林
自
然
環
境
調
査
の

調
査
区
域
は
？

Ａ
　
山
本
産
業
課
長

　
豊
頃
大
橋
下
流
の
十
勝
川
左
岸
の
う

ち
、
幌
岡
、
旅
来
地
区
の
一
部
。
伐
採

区
域
は
約
63
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
そ
の
う
ち

伐
採
面
積
は
約
30
ヘ
ク
タ
ー
ル
弱
で
あ

る
。

き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
な
お
、
将
来

的
に
は
、
消
防
施
設
が
隣
接
し
て
い
る

場
所
で
あ
る
こ
と
を
考
え
な
が
ら
、
利

用
方
法
を
検
討
し
て
い
く
も
の
と
思
っ

て
い
る
。

と
、
業
務
を
維
持
で
き
る
電
源
を
確
保

す
る
非
常
用
電
源
設
備
の
２
項
目
で
あ

る
。

Ｑ
　
役
場
庁
舎
が
使
用
で
き
な
い
場
合

の
対
応
を
考
え
て
い
る
か
？

Ａ
　
宮
口
町
長

　
行
政
デ
ー
タ
は
、
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を

札
幌
に
確
保
し
て
お
り
、
庁
舎
が
被
害

を
受
け
た
場
合
で
も
業
務
に
支
障
の
な

い
体
制
と
な
っ
て
い
る
。
庁
舎
が
使
用

で
き
な
い
場
合
に
お
け
る
代
替
庁
舎
の

用
意
は
考
え
て
い
な
い
が
、
そ
の
時
の

状
況
に
よ
り
、
地
域
防
災
計
画
に
沿
っ

た
対
応
を
考
え
て
い
る
。

Ｑ
　
Ｉ
Ｃ
Ｔ
︵
情
報
通
信
技
術
︶
分
野

を
活
用
し
た
災
害
対
応
は
？

Ａ
　
宮
口
町
長

　
地
域
防
災
計
画
に
沿
っ
て
、
町
民
の

生
命
、
財
産
を
守
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。
今
後
、
情
報
収
集
し
、
検
討
し
て

い
き
た
い
。

本
年
の
異
常
気
象
に
よ
る

畑
作
農
家
へ
の
救
済
措
置
は
？

坂
口
　
尚
示
　
議
員 

岩
井
　
　
明
　
議
員 

大津海岸に漂着した流木

再利用を検討している旧はとや跡

Ｑ
　
６
月
中
旬
か
ら
の
湿
害
傾
向
、
８

月
か
ら
９
月
の
台
風
被
害
に
よ
り
収
穫

予
測
の
付
か
な
い
農
家
も
多
い
が
、
ど

の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
？

Ａ
　
宮
口
町
長

　
営
農
継
続
が
で
き
る
よ
う
、
国
、
北

海
道
等
の
関
係
機
関
に
要
請
し
て
い
き

た
い
。
ま
た
、
町
と
し
て
の
方
策
は
、

農
協
と
協
議
し
な
が
ら
考
え
て
い
き
た

い
。

Ｑ
　
農
家
の
借
入
金
へ
の
利
子
補
給
や

固
定
資
産
税
の
減
免
は
考
え
て
い
る

か
？

Ａ
　
宮
口
町
長

　
町
と
し
て
、
農
家
の
負
担
を
抑
え
る

方
法
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

異常気象による被害が心配される農作物

小
笠
原
茂
人
　
議
員 

鳥
獣
被
害
対
策
に
お
け
る
十
勝
川
河

畔
林
伐
採
の
効
果
と
事
業
継
続
は
？

Ｑ
　
自
然
環
境
調
査
、
河
畔
林
伐
採
物

処
理
の
今
後
の
計
画
は
？

　
ま
た
、
豊
頃
大
橋
上
流
の
十
勝
川
左

岸
区
域
で
は
、
エ
ゾ
シ
カ
に
よ
る
農
業

被
害
が
多
数
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
河

畔
林
伐
採
の
考
え
は
？

Ａ
　
宮
口
町
長

　
こ
れ
ま
で
の
自
然
環
境
調
査
の
結
果

を
踏
ま
え
、
河
川
管
理
者
で
あ
る
帯
広

開
発
建
設
部
が
実
施
す
る
十
勝
川
河
畔

林
の
公
募
伐
採
事
業
に
よ
る
伐
採
区
域

と
な
る
よ
う
、
今
年
度
か
ら
要
請
を
開

始
し
た
。

　
エ
ゾ
シ
カ
に
よ
る
農
業
被
害
対
策
に

つ
い
て
は
、
猟
友
会
の
協
力
を
得
な
が

ら
生
息
数
の
抑
制
を
前
向
き
に
検
討
す

る
。自

治
体
が
非
常
時
に
備
え
て
定
め

る
業
務
継
続
計
画（
Ｂ
Ｃ
Ｐ
）は
？

Ｑ
　
Ｂ
Ｃ
Ｐ
の
策
定
が
国
か
ら
要
請
さ

れ
て
い
る
と
聞
く
が
、
町
の
状
況
は
？

Ａ
　
宮
口
町
長

　
Ｂ
Ｃ
Ｐ
と
は
、
災
害
時
に
行
政
が
災

害
対
応
等
の
業
務
を
適
切
に
行
う
た
め

の
計
画
で
あ
る
。
町
で
は
、
Ｂ
Ｃ
Ｐ
を

改
め
て
策
定
せ
ず
、
明
記
が
必
要
な
重

要
事
項
に
つ
い
て
、
一
部
を
除
き
地
域

防
災
計
画
等
に
記
載
し
て
い
る
。
明
記

し
て
い
な
い
重
要
事
項
は
、
役
場
庁
舎

が
使
用
で
き
な
い
場
合
の
代
替
庁
舎

災害時の対応を明記する

地域防災計画

広
報
と
よ
こ
ろ

議
会
だ
よ
り

▽
一
般
質
問

役
場
だ
よ
り

広
報
と
よ
こ
ろ

▽
一
般
質
問

議
会
だ
よ
り

役
場
だ
よ
り


